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１．生命保険料控除証明書の電子発行とは

■生命保険料控除証明書を電子ファイルで受け取り、確定申告や年末調整の手続きができます。
・ＭＹひまわりから生命保険料控除証明書の電子ファイルをダウンロードすることができます。

・当年の生命保険料控除証明書（ハガキ）作成後の再発行分が対象となります。

・ダウンロードした電子ファイルは、確定申告や年末調整手続きに利用できます。

・お客さまが確定申告や年末調整の手続きをする方法は以下のとおりです。

※1 QRコード付証明書等作成システム（国税庁HP）
https://www.e-tax.nta.go.jp/cps/cps.htm
※2 年末調整ソフト（国税庁HP）
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/nencho.htm#soft_dl
※3 内閣府が運営する個人向けオンラインサービス。マイナンバーカード保持者が利用できるマイページ。
https://myna.go.jp/
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生命保険会社 お客さま（契約者さま）

ＭＹひまわりから
生命保険料控除証明書
電子ファイルをダウンロード

提出先

勤務先

税務署

控除証明書
電子ファイル

⚫ 国税庁ＨＰからQRコード付証明書等作成システム※1を利
用して、PDF変換した控除証明書を紙印刷する。

⚫ 印刷した生命保険料控除証明書を年末調整・確定申告
手続き時に提出する。

⚫ インターネットを通じて確定申告手続きを行う。
⚫ ダウンロードした電子ファイルをそのまま手続きに利用する。

保険会社から送付する
生命保険料控除証明書

（ハガキ）

ｅ-Tax

年末調整控除申告書作成用ソフト（年調ソフト）

QRコード付き控除証明書

⚫ 国税庁ＨＰから年末調整ソフトを利用する。※2

⚫ ダウンロードしたファイルをインポートし、年末調整手続きに
必要な資料作成を行う。

生命保険料控除証明書（ハガキ）

⚫ 生命保険料控除証明書（ハガキ）を年末調整・確定申
告手続き時に提出する。

ＸＭＬ

ＸＭＬ

紙

※勤務先の年末調整手続きで「年調ソフト」の利用を指定された場合。

ＸＭＬ
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２．お手続きのながれ

契約者さま ＭＹひまわり

①契約者さまがＭＹひまわりにログイン。

②各種お手続きメニューの「生命保険料控
除証明書の再発行」を選択。

③再発行方法を電子ファイル/書面を選択。

④電子ファイルをダウンロード。

⑤パソコンに保存。

⑥年末調整や確定申告手続きに使用。

ＭＹひまわり
にログイン

①
生命保険料
控除証明書の再発行
を選択

②

再発行方法の選択③

書面

電子ファイル

電子ファイルの
ダウンロード

④

年末調整or確定申告
手続き

⑥

生命保険料
控除証明書

約１週間で
再発行した
生命保険料控
除証明書を
お届け

ファイルを保存⑤ ＸＭＬ
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３．取扱条件

取扱条件

・ＭＹひまわり(Webサービス)の利用登録者であること。
・当年の生命保険料控除証明書（ハガキ）作成済みであること。（※1）

・ただし、以下はＭＹひまわり(Webサービス)での控除証明書再発行の対象外となります。
営業店で作成するか、契約者本人からインターネット専用フリーダイヤル(0120-566-203)へ
連絡してください。

・リンククロス ピンク（無解約返戻金型女性用がん診断保険）
・糖尿病の方の医療保険ブルー（糖尿病罹患者向一時給付医療保険）
・吸わんトク がん保険（終身がん保険（C1））

※1 生命保険料控除証明書（ハガキ）は、例年どおり契約者宛てに送付します。

電子ファイルの内容

・生命保険料控除証明書（ハガキ）作成時点の内容。（※2）
・電子ファイルは控除証明書の証明日単位で発行します。
控除証明書の証明日が同一の契約を複数お持ちの場合、ファイルがひとつになることがあります。

※2 電子ファイルダウンロード時点の最新の情報ではありません。
ただし、契約者名のみダウンロード時の最新情報を反映します。

電子ファイルの
再発行受付期間

･毎年10月～3月末まで（※3）

※3
4月～9月はＭＹひまわり(Webサービス)での生命保険料控除証明書の再発行は受付できません。
控除証明書の再発行を希望する場合は契約者からひまわり生命カスタマーセンターに連絡、
もしくは代理店の募集人の方から営業サポートセンターに連絡し、控除証明書（ハガキ）の
再発行を依頼してください。

利用推奨環境 ･電子ファイルの取得はパソコンの利用を推奨。
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４．ＭＹひまわり お手続き画面イメージ

①ＭＹひまわりにログイン。 ② 【契約者・被保険者用】

給付金請求・契約内容照会

各種お手続きへ

③各種お手続きメニューのなかから、

「生命保険料控除証明書の

再発行」を選択。

④控除証明書の再発行受付期間やお手続きの流れを確認。 ⑤再発行する契約をチェックして、

お手続き方法を選択。

⑥ダウンロードボタンを押して、

ファイルをダウンロード。
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４．ＭＹひまわり お手続き画面イメージ

①ＭＹひまわりにログイン。 ②「【契約者・被保険者用】給付金請求・契約内
容照会各種お手続き」を選択。
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４．ＭＹひまわり お手続き画面イメージ

③各種お手続きメニューのなかから、「生命保険料控除証明書の再発行」を選択。
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４．ＭＹひまわり お手続き画面イメージ

④控除証明書の再発行受付期間やお手続きの流れを確認。
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４．ＭＹひまわり お手続き画面イメージ

⑤再発行する契約をチェックして、お手続き方法を選択。
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４．ＭＹひまわり お手続き画面イメージ

⑥ダウンロードボタンを押して、ファイルをダウンロード。
※電子ファイルは証明日単位で発行します。 ご契約を複数お持ちの場合でも、証明日が同一であれば、ファイルをひとつにまとめて発行します。
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５．ダウンロード後の対応

＜書面で年末調整・確定申告する場合＞

① QRコード付控除証明書に変換する。
国税庁ホームページの「QRコード付控除証明書作成システム」にて、電子ファイルをアップロード
（送信）し、QRコード付控除証明書（PDFファイル）に変換する。

② ご自宅等のプリンタで印刷し、書面の控除証明書として利用する。

※事前準備セットアップが必要です。

※お手続き方法詳細は、
国税庁ホームページをご確認ください。
https://www.e-tax.nta.go.jp/cps/cps.htm

電子ファイルは、
PDFのようにそのまま開いて印刷することができません。
※数字や文字の羅列に見えます。
そのため変換してから印刷する必要があります。
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５．ダウンロード後の対応

＜電子ファイルで年末調整・確定申告する場合＞

I：e-Taxで確定申告する

勤務先の年末調整手続きが電子化されている場合は、
電子ファイルのまま勤務先に提出する。

※電子ファイルを勤務先指定の年末調整ソフトに取り込み、勤務先に提出します。
詳しくは、勤務先のご担当者様にご確認ください。

Ⅱ：勤務先に電子ファイルを提出する

ダウンロードした電子ファイルを、そのまま確定申告手続きに利用する。




